
​埼玉県所沢市立小手指中学校PTA会則​

​（令和８年度改訂版）​

​第１章　　総　則​

​第　１条　この会は埼玉県所沢市立小手指中学校PTAと称し、事務局(所沢市小手指元町3丁目28－11)を​

​同校に置く。　　​

​第　２条　この会は保護者と学校職員が互いに協力して教育の完成を目指し、環境の充実と生徒の健や​

​かな成長を図ることを目的とする。​

​第　３条　この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。​

​　　　１　家庭と学校との緊密な連携​

​　　　２　学校行事への協力​

​　　　３　生徒に対する校外指導​

​　　　４　その他必要な事項​

​第２章　　組　織​

​第　４条　この会は小手指中学校の生徒の保護者及び学校職員をもって構成する。​

​第　５条　この会に支部長を置く。​

​第　６条　この会に本部及び次の事業部を置く。​

​　　　１　総務部​

​　　　２　進路対策部​

​　　　３　文化厚生部​

​　　　４　広報部​

​　​ ​　５　学年部​

​第　７条　本部は次のことを行う。​

​　　　１　会の運営に関する企画立案、各事業部の連絡調整を行う。​

​　　　２　年間計画に基づく活動に必要な予算を立案し、運営委員会に提案する。​

​　　　３　必要により補正予算を立てる。​

​　　　４　会則及び規定の整備に関する事項。​

​　　　５　各事業部に属しない事項。​

​第　８条　総務部は次のことを行う。​

​　　　１　学校行事への参加及び計画を立案し実施する。​

​　　　２　教育環境の整備に努める。​

​第　９条　進路対策部は次のことを行う。​

​　　　１　学校が行う生徒の進路指導について協力する。​

​　　　２　すべての会員が進路についての理解を深めるための機会を設ける。​

​第１０条　文化厚生部は次のことを行う。​

​　　　１　会員自らが研修を受講することによって、より良い教育環境の充実を図る。​

​　　　２　生徒の心身の健康を図るための環境衛生、体育の奨励、学校保健委員会に協力する。​

​　　　３　家庭教育学級の開催及び運営を助ける。​

​第１１条　広報部は、広報を発行し会員及び関係団体との情報交換に努める。​

​第１２条　学年部は次の事を行う。​

​　　　１　学年を超えて保護者同士の交流を深めるための情報交換に努める。​

​　　　２　役員選出時の進行に協力する。​



​第３章　　役　員​

​第１３条　この会に次の役員を置く。​

​　　　１　会長　　　1名​

​　　　２　副会長　　若干名​

​　　　３　監事　　　若干名​

​　　　４　幹事　　　若干名​

​　　　５　部員　　　若干名（うち事業部長5名、副部長：指名委員5名）​

​　　　６　支部長    7名​

​第１４条　役員の任務は次のとおりとする。​

​　　　１　会長は会務を掌理し、各種会議を招集する。​

​　　　２　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。​

​　　　３　監事は会計監査に当たる。​

​　　　４　幹事は庶務、会計及び校外指導に当たる。​

​　　　５　部長、副部長は各事業部の中心となって運営に当たる。​

​　　　６　部員は各事業部に分属して部長を補佐する。​

​　　　７　支部長は支部PTAの中心となって運営に当たる。​

​　　　８　学校長は、すべての会議に出席して意見を述べることが出来る。​

​第１５条　役員の選出は次のとおりとする。​

​　　　１　会長、副会長、監事、幹事は指名委員会において推薦する。​

​　　　　　指名委員会は、運営委員会において承認された役員で構成されるものとする。​

​　　　　　ただし、副会長1名は教頭をもって充てる。​

​　　　​​２　部長、副部長（指名委員）は部会において選出する。​

​　　　３　部員は事業部を運営するのに必要な人数、支部長は7名選出する。学校職員は部員となる。​

​第１６条　役員の任期は次のとおりとする。​

​　　　１　役員の任期は1ヵ年とし再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は前任者残任期間とする。​

​　　　２　任期を2期務めた本部役員、運営委員会にて承認を得た会員は第１５条に定める役員の選出​

​から免除されるものとする。ただし、立候補を妨げない。​

​第４章　　機　関​

​　第１７条　会議は次のとおりとする。​

​　　　　１　総会​

​　　　　２　運営委員会​

​　　　　３　本部会​

​　　　　４　部会​

​　第１８条　総会はこの会の最高議決機関で、会長が年１回招集し、決算・事業報告並びに役員の承認を​

​得、予算、事業計画の決議を行う。総会は委任状を含め会員数の3分の1をもって成立する。​

​議決は出席者の過半数の同意を必要とする。WEBや書面での審議においては、異議が会員数​

​の3分の1を越えない限り、承認されたものとする。また、必要により臨時総会を開くことが​

​できる。臨時総会は、委員会及び会長が認めたとき、又は会員の5分の1以上の要求があった​

​ときに会長がこれを招集する。​

​　第１９条　運営委員会は、正副会長、監事、幹事、部長、支部長をもって構成し、重要事項の審議決定​

​及びその執行に協力する。​

​　第２０条　本部会は、正副会長、監事及び幹事をもって構成し、各事業の計画、緊急事項の審議決定​

​　　　　　　及び執行に当たる。本部会は必要に応じて会長が招集する。​

​　第２１条　部会は、正副部長及び部員をもって構成し、各部の運営に当たる。​



​第５章　　会　計​

​　第２２条　会費は年2,400円とし、原則として一括納入するものとする。既納の会費は転出・退会等の​

​理由にかかわらず返金しない。​

​　第２３条　年度途中に転入・入会した者の会費は入会月から当該年度末まで月額200円で月割り徴収し、​

​転入時に当該年度の入会を希望しない場合は次年度からの入会を選択できる。​

​　第２４条　会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。​

​　　第６章　個人情報の取り扱い​

​第２５条　この会は取得した個人情報を次の目的で使用する。​

​　　　　１　会費の納入管理のため​

​　　　　２　総会資料作成、活動における行事等の案内（メール連絡含む）及び各イベント等への参加者​

​確認のため​

​　　　　３　活動の企画・検討・連絡調整のため​

​　　　　４　役員・委員等の選考・選出のため​

​第２６条　この会は、次の個人情報を第２５条に定めた使用目的を示した上で、PTA会員より取得する。​

​　　　　１　氏名​

​　　　　２　住所​

​　　　　３　電話番号​

​　　　　４　メールアドレス​

​　　　　５　その他必要とするもので同意を得た事項​

​第２７条　この会が取得した個人情報は、この会の事務局に保管する。​

​　　　　１　紙ベースの個人情報は、施錠出来るロッカー等に保管する。​

​　　　　２　電子データの個人情報は、所沢市情報セキュリティポリシーに則り保管する。​

​第２８条　この会は、個人情報の重要性を理解し、その取扱いには十分注意を払わなければならない。​

​第２９条　この会が保管している個人情報については、本人から開示又は訂正等の請求があった場合​

​は、本会は遅滞なく対応しなければならない。​

​　第３０条　この会は、保管している個人情報について使用する必要がなくなった時は、遅滞なく破棄す​

​るものとする。破棄にあたっては第三者が読み取れないよう破砕等の処置を施す。​

​第７章　　附　則​

​　第３１条　この会則の変更は総会の出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正することができない。​

​WEBや書面での審議において、異議が会員数の3分の1を越えない限り承認されたものとする。​

​　第３２条　この会に次の帳簿を置く。​

​　　　１　会則​

​　　　２　会員名簿​

​　　　３　役員名簿​

​　　　４　会計簿及び記録簿​

​《慶弔規程　慶弔費について》​

​　　　１　教職員の結婚　　　　　　　　　　　　金１万円​

​　　　２　会員並びにその生徒の死亡　　　　　　金１万円​

​　　　３　教職員の配偶者並びにその子の死亡　　金１万円​

​　　　４　その他、会長が必要と認めた場合​



​第３３条　この会則は平成元年５月１３日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成６年５月２１日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成７年６月１７日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成９年５月１７日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成１１年５月１５日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成１５年５月１０日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成２２年５月１５日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成２５年５月２５日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成２６年５月２４日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成２９年５月２０日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は平成３０年５月１８日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は令和４年５月２１日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は令和５年５月２０日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は令和６年５月２０日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は令和７年５月１９日より一部改正して施行する。​

​　　　　　この会則は令和８年５月１９日より一部改正して施行する。​


